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食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

高
度
化
基
準
の
記
載
事
項
の
見
直
し

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
が
作
成
す
る
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
基
準
に
は
、

製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
の
目
標
に
加
え
、
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
の
内
容
に
関
す
る
基
準
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

第
二

高
度
化
計
画
の
記
載
事
項
の
見
直
し
等

一

食
品
の
製
造
又
は
加
工
の
事
業
を
行
う
者
が
作
成
す
る
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
高
度
化

計
画
」
と
い
う
。
）
に
は
、
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
の
目
標
に
加
え
、
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
の
内
容
及
び
実

施
時
期
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

二

第
一
の
指
定
を
受
け
た
法
人
は
、
認
定
事
業
者
が
高
度
化
計
画
に
従
っ
て
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
を
行
っ
て
い
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
度
化
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
二
項
関
係
）

第
三

認
定
業
務
規
程
の
公
示
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厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
の
指
定
を
受
け
た
法
人
が
定
め
る
高
度
化
計
画
の
認
定
の
業
務
に
関
す
る

規
程
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
規
程
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
三
項
関
係
）

第
四

法
の
廃
止
期
限
の
延
長

食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
廃
止
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

第
五

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。



 
 
 
 

官報公示  

高度化に関する基準  

＜指定認定機関＞ 

 

高度化に関する基本方針  

＜国＞ 

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の概要 

提 

出

認 

定

提 

出 

認 

定 
高度化に関する計画  

＜事業者＞ 

更に､５年間の延長 ５年間の時限措置 

改正事項 公表 

公表 

計画事項 

 ・施設の整備に関する事項

計画事項 

 ・施設の整備に関する事項 

 ・運用体制の整備に関する事項 

支援措置 

高度化基準の作成を支

援する試験研究税制 

支援措置 

・ 施設整備に対する農林漁業

金融公庫の長期低利融資 

・ 施設整備に対する特別償却 

 

認定業務規程  




